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県では、地域医療介護総合確保基金（国3分の2、県3分の1）を活用し、医療機関による地域医療構想の実現に向けた取組に対し
て支援を講じている。
具体的には、医療機関が地域で不足する病床機能に転換する場合や、地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小を行う
際の施設整備・設備整備に対し補助する事業を実施している。
この事業を活用する場合は、あらかじめ医療政策課（医務・計画担当）において要件の適否を確認するとともに、各圏域の地域医療構
想調整会議の合意を得る必要がある。

病床機能等分化・連携促進基盤整備事業

施設整備
＜病棟（新築・増改築）＞
補助額目安:基準面積（25㎡×病床数）×単価×2分の1
単価:鉄筋コンクリート224,000円、ブロック195,300円

＜病棟（改修）＞
補助額目安:病床数×単価（3,910,000円）×2分の1

＜医学的リハビリ施設（新築・増改築）＞
補助額目安:基準面積（450㎡）×単価×2分の1
単価:鉄筋コンクリート250,000円、ブロック218,500円

病床機能の分化・連携

制度概要

設備整備
＜医療機器等（備品）＞
補助額目安:基準額（11,000,000円）×2分の1

将来過剰になると見込まれる病床機能（例：急性期）から不足すると
見込まれる病床機能（例：回復期）へ転換するため、病棟を改修する
（又は医療機器を購入する）。
将来不足すると見込まれる病床機能（例：回復期）を強化するため、

医学的リハビリ施設を増築する（又は医療機器を購入する）。 etc.

支援対象となる事例

事業縮小に伴う施設整備
＜医療機関内の病床以外の施設（改修）＞
補助額目安:面積×単価×２分の１
単価:鉄筋コンクリート200,900円、ブロック175,100円

地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小

稼働していない病床を医療機関内の病床以外の施設（例：診察室、調
剤室、レントゲン室、患者相談室等）に改修する。 etc.

支援対象となる事例

事業活用の手続フロー
① 医療政策課との事前協議（補助事業の適否を確認）

② （①で適の場合）地域医療構想調整会議での議論
③ （②で承認された場合）補助金交付申請（医療機関⇒医療政策課）

④ 補助金交付決定（医療政策課⇒医療機関）

⑤ 施設整備工事（医療機器の購入）契約（原則として一般競争入札）

⑥ 施設整備工事の着工～完了（医療機器等の納品）

⑦ 実績報告の提出（医療機関⇒医療政策課）

⑧ 補助金額の確定通知（医療政策課⇒医療機関）

⑨ 補助金の請求書提出（医療機関⇒医療政策課）

⑩ 補助金の交付（医療政策課⇒医療機関）

(※)補助額目安は、事業内容によって異なる場合があります。(※)補助額目安は、事業内容によって異なる場合があります。

(※)補助額目安は、事業内容によって異なる場合があります。
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病床機能等分化・連携促進基盤整備事業 ”病床機能の分化・連携”（その１）
病床機能の分化・連携

施設整備
＜病棟（新築・増改築）＞

補助金額：次の①又は②を比較していずれか少ない額に2分の1を乗じた額（千円未満切捨）
①基準額：基準面積（25㎡×病床数）×単価（鉄筋コンクリート224,000円、ブロック195,300円）
②実支出額：総事業費－寄付金その他の収入額

＜病棟（改修）＞
補助金額：次の①又は②を比較していずれか少ない額に2分の1を乗じた額（千円未満切捨）

①基準額：病床数×単価（3,910,000円）
②実支出額：総事業費－寄付金その他の収入額

＜医学的リハビリ施設（新築・増改築）＞
補助金額：次の①又は②を比較していずれか少ない額に2分の1を乗じた額（千円未満切捨）

①基準額：基準面積（450㎡）×単価（鉄筋コンクリート250,000円、ブロック218,500円）
②実支出額：総事業費－寄付金その他の収入額

設備整備
＜医療機器等（備品）＞

補助金額：次の①又は②を比較していずれか少ない額に2分の1を乗じた額（千円未満切捨）
①基準額： 11,000,000円
②実支出額：総事業費－寄付金その他の収入額

将来過剰になると見込まれる病床機能（例：急性期）から不足すると見込まれる病床機能（例：回復期）へ転換す
るため、病棟を改修する（又は医療機器を購入する）。

将来不足すると見込まれる病床機能（例：回復期）を強化するため、医学的リハビリ施設を増築する（又は医療機
器を購入する）。 etc.

支援対象となる事例

<医療機関が地域で不足する病床機能に転換>
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＜前提条件＞
Ａ病院が所在するＢ構想区域（医療圏）は、急性期が過剰である一方、回復期が不足している。
Ａ病院は、病床機能の再編に伴って施設を改修し、病床5床を急性期から回復期に転換を行うこととしている。
施設は、病床機能の転換に伴う病棟（100㎡）改修以外にも、外来患者用の診察室（30㎡）や診療カルテを保管す

る倉庫（20㎡）も改修する。
施設改修に関する工事費は全体で30,000千円で、市町村から病棟改修に3,000千円の助成がある。
設備は、病床機能の転換に伴って、医療機器を12,000千円で購入する。

＜計算方法＞
施設整備

（①基準額）
病床数 × 単価

＝ 5床 × 3,910千円
＝ 19,550千円

補助金額：①基準額又は②実支出額を比較していずれか少ない額に2分の1を乗じた額

17,000千円 × 2分の1 ＝ 8,500千円

（②実支出額）
総事業費 － 寄付金その収入額

＝ 30,000千円 ×（補助対象（病棟）100㎡／改修全体150㎡）－ 3,000千円
＝ 17,000千円

病床機能等分化・連携促進基盤整備事業 ”病床機能の分化・連携”（その２）
病床機能の分化・連携

補助金額の算定例

<医療機関が地域で不足する病床機能に転換>

設備整備
（①基準額）

11,000千円

補助金額：①基準額又は②実支出額を比較していずれか少ない額に2分の1を乗じた額

11,000千円 × 2分の1 ＝ 5,500千円

補助金額合計 ： 施設整備（8,500千円）＋ 設備整備（5,500千円） ＝ 14,000千円

（②実支出額）
12,000千円

整備する施設に補助対象と補助対象外が
混在する場合、面積按分や工事明細書等の
合理的な方法により総事業費を算出
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（②実支出額）
総事業費 － 寄付金その収入額

＝ 15,000千円 － 0円
＝ 15,000千円

＜前提条件＞
Ａ病院は、病床機能の再編に伴って施設を改修し、病棟（100㎡）を診察室と地域連携室に用途変更する。
施設改修に関する工事費は全体で15,000千円である。

＜計算方法＞
事業縮小に伴う施設整備

（①基準額）
面積 × 単価

＝ 100㎡ × 200,900円
＝ 20,090千円

補助金額：①基準額又は②実支出額を比較していずれか少ない額に2分の1を乗じた額

15,000千円 × 2分の1 ＝ 7,500千円

病床機能等分化・連携促進基盤整備事業 ”地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小”
地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小

事業縮小に伴う施設整備
＜病棟（医療機関内の病床以外の施設（改修））＞

補助金額：次の①又は②を比較していずれか少ない額に2分の1を乗じた額（千円未満切捨）
①基準額：面積 × 単価（鉄筋コンクリート200,900円、ブロック175,100円）
②実支出額：総事業費－寄付金その他の収入額

事業縮小に伴う設備整備

稼働していない病床を医療機関内の病床以外の施設（例：診察室、調剤室、レントゲン室、患者相談室等）に改修する。 etc.

支援対象となる事例

現在のところ補助対象としておりませんが、ご要望があれば必要性を踏まえながら令和5年度に向けて検討します
ので、本日（令和4年7月21日）発出の事業実施意向調査のご提出をお願いします。

補助金額の算定例 介護施設等の医療機関外の施設は不可
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① 医療政策課との事前協議（補助事業の適否を確認）

② （①で適の場合）地域医療構想調整会議での議論

③ （②で承認された場合）補助金交付申請（医療機関⇒医療政策課）

④ 補助金交付決定（医療政策課⇒医療機関）

⑤ 施設整備工事（医療機器の購入）契約（原則として一般競争入札）

⑥ 施設整備工事の着工～完了（医療機器等の納品）

⑦ 実績報告の提出（医療機関⇒医療政策課）

⑧ 補助金額の確定通知（医療政策課⇒医療機関）

⑨ 補助金の請求書提出（医療機関⇒医療政策課）

⑩ 補助金の交付（医療政策課⇒医療機関）

病床機能等分化・連携促進基盤整備事業 ”事業活用の手続フロー”
手続の流れ 留意事項

２～３回程度のヒアリングを実施。

事務局は管轄の保健所。１か月程度。

押印不要。納税証明書等の添付が必要。

申請（③）から２～３週間程度。

交付決定前に実施すると補助の対象外。

年度を超えた工事完了や納品は原則として対象外。

提出後、医療政策課が実地にて完了検査を実施。

実績報告の提出（⑦）から２～３週間程度。

押印不要 。

請求書の提出（⑩）から２～３週間程度。

現在のところ県内では非承認事例なし

遅くとも11月上旬までにご相談を

説明は医療機関（管理者又は事務長等）
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【２.統合支援給付金支給事業】
統合（廃止病院あり）に伴い病床数を減少する場合のコスト等に充当するため、

統合計画に参加する医療機関（統合関係医療機関）全体で減少する病床１床当た
り、病床稼働率に応じた額を支給（配分は統合関係医療機関全体で調整）

※重点支援区域として指定された関係医療機関については一層手厚く支援
※統合関係医療機関の対象２区分の総病床数が10％以上減少する場合に対象

病床機能再編支援事業（地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅰ－２）

○中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域医療の
課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築する必要がある。

〇こうした中、地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の合意を踏まえ、自主的に行われる病床減少を伴
う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等に取り組む際の財政支援*1を実施する。

○令和２年度に予算事業として措置された本事業について法改正を行い、新たに地域医療介護総合確保基金の中に位置付け、
引き続き事業を実施する。【補助スキーム：定額補助（国１０／１０）】

【１.単独支援給付金支給事業】
病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画を作成した医療機関（統合によ

り廃止する場合も含む）に対し、減少する病床1床当たり、病床稼働率に応じた額
を支給

※病床機能再編後の対象２区分*2の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における
対象２区分として報告された稼働病床数の合計の90％以下となること

【３.債務整理支援給付金支給事業】
統合（廃止病院あり）に伴い病床数を減少する場合において、廃止される医

療機関の残債を統合後に残る医療機関に承継させる場合、当該引継債務に発生す
る利子について一定の上限を設けて統合後医療機関へ支給

※統合関係医療機関の対象２区分の総病床数の10％以上減少する場合に対象
※承継に伴い当該引継ぎ債務を金融機関等からの融資に借り換えた場合に限る

病床200床

「単独医療機関」「単独医療機関」の取組に対する財政支援

再編

減少する病床数
について支給

Ａ病院：200床

Ｂ病院：100床
廃止（廃業）

統合後のＡ総合病院
250床

純減した50床について支給
配分はＢ病院を含めた統合
関係医療機関全体で調整

*1 財政支援 ･･･使途に制約のない給付金を支給
*2 対象２区分･･･急性期機能、慢性期機能

病床150床

債務

金利金利

債務 承継承継
引き継いだ債務の
利子負担を軽減

総額
利子
総額

支給

廃止となる病院 統合後の病院

統合

計画
作成

統合関係医療機関

計画
作成

「複数医療機関」「複数医療機関」の取組に対する財政支援
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補助要件

病床機能再編支援事業 ”単独支援給付金支給事業”（その１）

平成30年度病床機能報告において、急性期機能又は慢性期機能（以下「対象２区分」）として報告した病床数の減
少を伴う病床機能再編に関する計画（以下「単独病床機能再編計画」）を作成した医療機関の開設者又は開設者であっ
た者であって、次の全ての要件を満たすものであること。

なお、経営困難等を踏まえた自己破産による廃院等地域医療構想の実現を目的としたものではない病床機能再編は、
対象とならない。

単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議（以下「調整会議」）の議論及び宮崎県医療審議会（以
下「審議会」）の意見を踏まえ、知事が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。

病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象２区分の許可病床数が、平成30年度病床機能報告に
おける対象２区分として報告した稼働病床数の合計の90％以下であること。

病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するもの（以下「医療機関」）が、地域の関係者間の合意の上、地

域医療構想に即した病床機能再編を実施する場合、減少する病床数に応じた給付金を支給するもの。

留意事項
再編前の「稼働病床数」は、平成30年度病床機能報告において報告された"平成29年７月１日～平成30年６月30日

の間に最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数"を指し、その具体的な定義は次のとおり。

稼働病床数とは、許可病床数から平成29年７月１日～平成30年６月30日の過去１年間に一度も入院患者を収容

しなかった病床数を除いた病床数をいいます。

※ 過去１年間に一度も入院患者を収容しなかった病床数は、許可病床数から、過去１年間に最も多く入院患者

を収容した時点で使用した病床数を差し引いて算出してください。

平成30年度病床機能報告記入要領（抜粋）

現在の「最大使用病床数」に相当 9

許可病床数ではない

単独支援給付金支給事業

令和2年度以降の病床機能再編が対象



②

＜計算方法＞
病床稼働率の算定 （対象2区分）
年間在棟患者延べ数 ÷ 再編前許可病床数 ÷ 365日

＝ 32,850名 ÷ 150床 ÷ 365 = 0.6（60％）
一日平均実働病床数の算定 （対象2区分）
再編前許可病床数 × 病床稼働率

＝ 150床 × 60％ ＝ 90床
①再編前の対象2区分の稼働病床数から一日平均実働病床数

までの減少病床数 100床 － 90 床 ＝10床
②一日平均実働病床数から再編後の対象2区分の許可病床数

までの減少病床数 90床 － 70 床 ＝20床 （※）

補助額の算定
病床稼働率に応じた単価 × 減少病床数

①1,596千円 × 10床 ＝ 15,960千円
②2,280千円 × 20床 = 45,600千円

病床機能再編支援事業 ”単独支援給付金支給事業”（その２）
単独支援給付金支給事業
算定方法

平成30年度病床機能報告において、対象２区分として報告された稼働病床
数の合計から一日平均実働病床数（対象２区分の許可病床数に対象2区分の
病床稼働率を乗じた数）までの間の病床数の減少について、対象2区分の病
床稼働率に応じ、減少する病床１床当たり右表の額を補助する。病床稼働率
については、平成30年度病床機能報告の数値を用いて算出するものとする。

一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床
数以下の病床数の減少については、１床当たり2,280千円を交付する。（※）

病床稼働率
減少する場合の

１床当たりの単価

50％未満 1,140千円

50％以上60％未満 1,368千円

60％以上70％未満 1,596千円

70％以上80％未満 1,824千円

80％以上90％未満 2,052千円

90％以上 2,280千円

＜前提条件＞
Ａ病院は、平成30年度病床機能報告において、許可

病床数が150床（全て急性期）、稼働病床数が100床
（〃）、年間在棟患者延べ数を32,850名と報告した。

Ａ病院は、病床再編に伴って、許可病床数を80床減
少させて70床（全て急性期）とすることとしている。

補助金額の算定例

61,560千円

許可病床数ではない
許可病床数（150床）

稼働病床数（100床）

（再編前）

（再編後）

許可病床数（70床）

①

一日平均実働病床数
（90床）

（※）②は病床稼働率に関わらず2,280千円

再編後の許可病
床数（70床）が、
再編前の稼働病床
数（100床）の
90％以下であり、
要件を満たす。
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① 医療政策課との事前協議（補助事業の適否を確認）

②（①で適の場合）地域医療構想調整会議での議論

③（②で承認された場合）宮崎県医療審議会での議論

④（③で承認された場合）医療法上の手続（医療機関⇒保健所）

⑤ 補助金交付申請（医療機関⇒医療政策課）

⑥ 補助金交付決定及び補助金額の確定（医療政策課⇒医療機関）

⑦ 補助金の請求書提出（医療機関⇒医療政策課）

⑧ 補助金の交付（医療政策課⇒医療機関）

手続の流れ 留意事項

2～3回程度のヒアリングを実施。

事務局は保健所。１か月程度。

概ね9月頃、12月頃、翌3月頃に開催予定

開設許可事項変更許可、変更届（既に実施済の場合あり）

押印不要。納税証明書等の添付が必要。

申請（⑤）から２～３週間程度。

押印不要 。

請求書の提出（⑦）から２～３週間程度。

説明は医療機関（管理者又は事務長等）

病床機能再編支援事業 ”事業活用の手続フロー”
(※)基本的な流れのため、異なる場合があります。
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ご不明な点やご相談は
次の窓口までご連絡ください。

（問合せ先）
宮崎県 福祉保健部 医療政策課 医務・計画担当
電話 (0985)26-7055
メール iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp


